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○ レセプトのオンライン請求義務化の対  

象となる保険医療機関に、患者の求めが  
あった場合の明細書の交付を義務付ける   

＊ 実費徴収を行う場合にあっても、実質的に明細   
書の入手の妨げとならないように設定すること   

＊ DPCに関しては、入院中に使用された医薬品及   
び行われた検査に係る情報について提供するこ   

とが望ましい  
・
－
】
ご
・
 
 

明細書では、個別の診療報酬点数  
算定項目が分かることとなる  

膜胱尿道フ7樟スコピー   900×1  

キシロカイン什2％10ml  

デアミトル水（0．025W／V机Oml  トi  
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i－ t－  － ；ロl  評   
新 超急性期脳卒中加算  

、院医療を行った場合の評価   
新 亜急性期入院医療管理料2  

巨計画（地域連携クリテイカルパス）の対象   

・追加  地域連携診療計画管理料  900点   

リテーション病棟の、居宅等への復帰率や 
、割合といった、質に着目した評価   

ション病棟入院料1 1，690点   



こころの問題  

子どもの心の診療の充実  

＞ 子どもの心の診療の特性に応じた外来の評価   

（精神科）  

通院精神療法 20歳未満の患者対して行った場合の加算（岬1年以内   

（小児科）  

小児特定疾患カウンセリング料  γ牢に雁拘 月1回lこR削ノ 710点  

→ 2年lこ限り、月の1回目500点、2回目4叩点  

＞ 子どもの心の診療の特性に応じた入院の評価  
児童・思春期精神科入院医学管理加算（1日につき）：∋50点・→ 650点  
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コンタクトレンズ検査料の見直しについて  

初回装用と既装用の見直し  

＞ 装用歴については、客観性に乏しいことから、  
初回装用と既装用の区別をなくし、一本化  

従来  

コンタクトレンズ検査料1  

初回装用   387点   

既装用   112点   

コンタクトレンズ検査料2  

初回装’用  193点   

既装用  56点  

見直し後  

コンタクトレンズ検査料1  

200点  

コンタクトレンズ検査料2  

56点  
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後期高齢者の診療報酬について－①  

入院の前後で継続的な診療が行われるような取組の評価  
入院医療について   

＞ 退院後の生活に配慮するため、日常生活能力を評価し、退院  
が難しい高齢者の円滑な退院を調整することを評価  

㊨後期高齢者総合評価加算50点、後期高齢者退院調整加算100点  

＼ ＞ 入院前の主治医の求めに応じて連携病院が緊急入院を受け入  

れた場合の評価  

㊨後塵  外来患者緊急入院加算 500点、在宅患者緊急入院加算1，300点  

＞ 退院後に、入院前の主治医の外来に継続して通院した場合の  
評価  
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後期高齢者の診療報酬について－③  
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患者が安心して薬を使用できる方策の充実①  
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患者が安心して薬を使用できる方策の充実②  

後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式を変更  
■
■
■
〓
＿
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こ
十
三
●
■
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ロ
 
 

処  方  せ  ん  

（この岨僧∧鳳この犀■■■て毛汀甥てす．）  

【医師】  

後発医薬品への変更が全  

て不可の場合、署名又は  
記名・押印  

公ナ■朋■琶  傑れ尊書号 

鮒田嶋ほ■  絆雑書狂・榊  
書事掴g－讐号  の贈書■号  

姐乃せんの  
掟l毛l竃 ■  ギ麟 年 月 8  甲ヰ  年  月  8  

【保険薬局】  

署名等がない処方せんの  

場合、患者の選択に基づ  
き、記載された先発医薬品  
に代えて後発医薬品の調  

剤が可能  

平成  年  丹  8  

鋼■■■の相  
場及び8■  
鋼U■■■匪6  

ま主■■8脚の  
糞絶蠣暮琴   

れ■レた■轟D臥鶉醐⊂モの■鈷■rもこ上仁一J■■t■甚J■⊂鑓岬も街■レ■llこ亡・  
ヱ．こ珊L日甜■■∧彙帽■とriこモー  
8．●州及び鯉■■ヰ■■ロ■▼榊の■■E■す多t●（胃叩5挿●1Mlヨe号〉■1刷■についてIL   

rll■■■●■J七榊「泄■醍L r他動とネ捕「鑓■■騰山脚細ほ■鈴与」仁陶●え番   
慣と丁書こ亡．  22   
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